
⑴　調停による解決
　部会は申し立ての書面により申し立て人の意向を尊重し、「調停」に取り組みます。「調停」にあたって
は、部会の複数の部員が調停員となり、当事者間の話し合いが円滑に進められるために必要なサポートを
行います。調停員はあくまで話し合いによる解決のための環境を整えることを任務とし、具体的な解決策
を提示したり、合意を取り付けたりすることはありません。もし調停員がこれに反する行動を行ったとき
は、申し立て人は、調停員の交代または調停の打ち切りを部会に申し出ることができます。また調停が不
成立または打ち切り等で終了した場合は、申し立て人は部会に「調査」による解決を申し立てることがで
きます。
⑵　調査による解決
　申し立て人の意向が、事実関係の公正な調査とそれに基づく厳正な対処にある場合は、部会でその内容
を確認したうえで、関係各方面にわたるヒアリング等を行い、調査に当たります。この場合必要に応じて
調査部会を設置したり、弁護士などの専門家に相談・委嘱することがあります。調査部会を組織する場合
は、申し立て人の意向を踏まえ、部会長がその成員を決定します。調査部会は、部会員の２分の１以上の
出席で成立し、議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは部会長の決するところによります。

Ⅷ　ハラスメント防止委員会による措置及び学長が取るべき措置
　部会若しくは調査部会による「調査」の結果、申し立ての事実が認定され、必要かつ適切な措置が取られ
るべきであると判断した場合は、ハラスメント防止部会長は処分の勧告を学長宛に行います。「調停」・「調査」
の過程で問題解決が図られた場合においても、明らかにハラスメントがあったと認定される場合は、同様の
勧告を行います。
　勧告を受けた学長は、学部、部局に対し直ちに適切な措置を取らせるとともに、審議が必要な場合には直
ちに審議を行わなければなりません。申し立て者が学内構成員で被申し立て者が教員の場合は、教授会で審
議します。同様に被申し立て者が学生の場合は、学生委員会で審議します。同様に被申し立て者が事務系職
員の場合は、センター長に手続きを委ねます。処分の決定に際しては、相手方に対して弁明の機会を与え、
公平性を担保します。学部、部局の結論を踏まえ、大学としての対応が決定します。学長は、大学としての
対応を申し立て者に知らせるとともに、申し立て人の意向、プライバシーに配慮し、経過と結果を大学全体
に公表します。

Ⅸ　相談及び申し立てに関する不利益取り扱いの禁止
　ハラスメントに関して相談ないしは申し立てを行った者に対して、被申し立て者側が嫌がらせや報復等の
不利益扱いをしてはなりません。仮にそのようなことがなされた場合には、大学として直ちに必要な措置を
とります。また、被申し立て者側以外の者が、申し立て者に何らかの差別的・不利益な取り扱いをしたとき
も同様に対処します。

Ⅹ　ハラスメントを防止するための施策
　部会は、本学においてハラスメントが発生しないようにするために、以下のような具体的取り組みをしま
す。
①　学生に対して、新入生オリエンテーション、講義、研修などの機会を通じて、ハラスメントに関する理
解を深めること、及びこれに係る小冊子の作成。
②　教職員に対して研修を行い、ハラスメントに対する理解を深めること。
③　教職員及び学生を監督する立場にある監督者に対して、ハラスメントの事案が発生した場合に、単なる
個人的な問題と捉えたり消極的な対応をとることがないよう、研修等を行い注意を喚起すること。
④　本学教職員が加害者となり、何らかの処分が下された場合は、処分後にも研修を課すなど援助・指導を
すること。
⑤　適当な期間をおいて、ハラスメントに係る実態調査（アンケート等を含む）を行い、結果を公表するこ
と。

79

藍野大学学生における多様な性・性的マイノリティに関する基本理念と対応ガイドライン

Ⅰ．藍野大学における多様な性・性的マイノリティに関する基本理念
　「性的マイノリティ」とは、何らかの意味で「性」のあり方が多数派の人とは異なる人々の総称であり、

「LGBTQ」などの言葉で表現されることもあります。
　LGBTQ とは Lesbian（レズビアン）、Gay（ゲイ）、Bisexual（バイセクシャル）、Transgender（トラン
スジェンダー）、Queer や Questioning（クイアやクエスチョニング）、の頭文字をとった略称です。これら
の当事者は、性的指向（恋愛・性愛がどういう対象に向かうのか、あるいは向かわないか等）や性自認（自
分をどんな性と認識するか、あるいは認識しないか等）といった要素により千差万別で、L・G・B・T・Q
の 5 種類に単純に分けられるものではありません。今日では SOGI（Sexual Orientation and Gender
Identity）、すなわち性的指向と性自認という略語によって、性をめぐる多様なあり方が表される傾向にあり
ます。
　日本国憲法では、個人の尊重と法の下の平等がうたわれています。男女平等の実現もその一つで、性的指
向や性自認についても同様に尊重することが求められています。こうした社会情勢を踏まえ、藍野大学では、
性別、性的指向、性自認等に関わりなく、すべての学生および教職員が個性と能力とを十分に発揮できる教
育機関となることを目指します。これは本学全体で取り組むべき最重要課題の一つと位置づけ以下の基本理
念を遵守します。

１．性的マイノリティを差別しません 
　性的指向や性自認のあり方は多様であり、マイノリティであることを理由に差別や嫌がらせがあっては
なりません。

２．自己決定を尊重します
　性的指向や性自認に関わる情報やその開示・非開示、またそれらの表現は当事者の意思で決定されるべ
きものであり、他者から不当に侵害されることがあってはなりません。

３．修学の妨げを取り除きます
　性的マイノリティにとって修学の妨げとなる事柄は、適切な過程による合意形成を経て、合理的な範囲
内で取り除かれなければなりません。

４．SOGI ハラスメントを防止します
　男らしさや女らしさという物差しで判断したり、性的指向を決め付けたり、性自認や性的指向を理由と
した差別的な言動を浴びせたり、相手を非難したりする SOGI ハラスメントを防止します。

Ⅱ．現状での具体的対応と方針
　本ガイドラインは、藍野大学に在学する性的マイノリティ当事者の学生が、よりよい学びの環境を得るた
めのサポートを目的として作られました。令和 4 年 11 月時点で本学が実施している、性的マイノリティ当
事者を取り巻く課題への具体的な対応の内容と方針です。言うまでもなく、性的マイノリティ当事者のニー
ズは多様です。前述した基本理念に沿って、さらに現状の対応を踏まえた上で、様々な場面で起こりうる課
題への個別的対応を検討していきます。多様な性にまつわる困りごとがある場合は、先ずは学生支援グルー
プ・学生相談室（担当教員）（以下：学生相談窓口）に相談してください。
　　＊対応する教職員は十分な理解を持った担当者が対応いたします。

１．氏名・性別の情報とその管理について
① 氏名の変更

本学における学生の氏名は、学籍簿上の表記に基づき学内で取り扱われ、学籍簿上の表記は戸籍名（戸
籍上の氏名）を原則としています。本学では本人の申し出により、自認する性に基づく通称名を教育環
境内で使用することができます。希望する場合は、学生相談部会長及び保健管理部会長（医師）等との
面談が必要です。



　なお、通称名使用に伴い「manaba 等」通称名で表示される項目は、受講者名簿や授業及び正規試験
の出欠管理等の学内業務における各種データになります（成績通知・単位確認表及び各種証明書を除く）。
また、通称名の学生証で、図書館においても入退館及び図書の貸し出しも可能となります。
　＊�通称名を使用するにあたり何か不利益が生じた場合（各種手続きが出来なかった、嫌がらせを受けた等）学

生相談窓口にご相談ください。

※名前表記の記載変更プロセス（概略）
・学生相談窓口に連絡をとり、個人面談の日程を決めます。
・学生相談部会長及び保健管理部会長（医師）等と面談をし、希望する対応の方針を決めます。
・本人の変更希望を踏まえた上で、必要に応じて関係委員会等に報告した後に、本人に通知します。
② 性別の変更

氏名の変更と異なり、戸籍の性別の変更に伴う場合を除いて、学籍簿等での性別の変更は対応できま
せん。
　ただし、次の「性別情報の取扱い」や「大学の発行する証明書等の性別記載」、「大学に提出する諸書
類における性別情報の記入」のとおり、本学では限られた範囲で学生の性別情報が取り扱われています。
今後も、性別情報が慎重に取り扱われるよう、周知・徹底を図りながら、改善を目指します。
③ 性別情報の取扱い
本学では、当事者の意図しない形で本人の性別情報が公表されることのないよう、慎重に取り扱いま
す。特に名簿上での性別情報の取り扱いについて、以下の点に取り組みます。
●名簿
学生に配布・掲示する名簿については、原則として性別欄を除外して配布・掲示します。�教員の会

議等でも、性別情報を含む個人情報については慎重に取り扱います（例：会議資料とする際には性別情
報を伏せて取り扱う等）。
④ 大学が発行する証明書等の性別記載
本学が発行する証明書等（成績証明書や学位記等）のうち、主な証書等の性別記載の有無については
下記のとおりです。今後、さらに情報を集めるとともに、各証書等で性別の記載が本当に必要かどうか
を含め検討していきます。
性別記載のないもの
　藍野大学の発行する各種証明書のうち、以下のものには性別記載はありません。

・��学生証（戸籍名と通称名を区別して 2類の学生証を所有したい場合は、学生支援グループまで
ご相談ください。）
・在学証明書
・��成績証明書（在学生の場合、性別記載はありません。学籍情報が電算化される以前の卒業生の
方が、成績証明書を発行する場合、性別記載があります。詳しくは学生支援グループまでお問
い合わせください。）
・卒業・修了証明書
・卒業・修了見込証明書
・休学許可書
・退学許可書
・健康診断書

原則性別記載があるもの
　以下の証明書では、原則、性別記載があります。

・各種通学定期券購入申込書（相手方の様式により性別記載が必要となっています）
・各種国家試験出願書類
・臨床実習施設への提出書類（臨床実習前検査申告書等）

⑤ 大学に提出する諸書類における性別情報の記入
本学に提出する諸書類のうち、性別記載のあるものは、入学時に提出する「入学時の学生原票」・「学
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生定期健康診断者用問診票」等があります。
　性別記載のないものは、特待生制度・家族入学優遇制度・自宅外通学者奨学金給付制度・授業料減免
制度・改姓・改名届です（令和４年 11 月時点）。
　今後、各書類における性別情報の記入の必要性については、検討していきます。
　また、各組織においても同様の方針で対応を進めていきます。なお、他の諸書類の提出に先立ち、事
前に相談することで性別記載欄を未記入のまま提出することが可能な場合もありますので、学生相談窓
口にご相談ください。

２．学生生活について
① 定期健康診断

定期健康診断はご自身の健康管理のための貴重なデータとなるため、必ず年1度は受診してください。
本学の定期健康診断は、学科・学年毎に複数回に分けて実施しており、時間帯については基本的に男

女の区別なく実施しています。一部の検査（胸部レントゲン等の着脱衣を要する検査）時は「男子」、「女
子」を区別して実施しています。
　なお、性的マイノリティ当事者の学生への配慮としては、学生相談窓口に申し出ることで、個別受診
対応も可能です。個別受診や不安な点については、健康診断当日では個別受診の用意ができない場合が
あるため、かならず事前にお問い合わせください。

② 入学式・卒業式の服装と身なり
本学では、ダイバーシティ推進の観点から、入学式や卒業式においてそれぞれ希望する服装や身なり

で参加することができます。式典であることを踏まえた服装であれば、自身にふさわしいと考える服装
や身なりでご参加頂いて構いません。スーツや袴での参加が多いですが、これまで和装、民族衣装等、
多様な服装や身なりでの参加もありました。

③ 多目的トイレの利用
本学では、ユニバーサルデザインの考え方をもとに、だれもが安心して過ごせるキャンパスづくりを

実現するための施設整備を目指しています。
　学内には「多目的トイレ」を設置しています。「誰でも利用できるトイレ」です。車椅子も入るスペー
スが確保されていることに加え、障がいの有無、利用者の性のありようを問うこともありません。どな
たでも遠慮なく利用してください。

④ 更衣室の利用
本学では、更衣室が男女別に分かれています。既存の更衣室を利用するのに不安がある際には、時間

を限った別室の個別利用などについて相談することもできますので、学生相談窓口までご相談ください。
⑤ 多様な性に関する説明・理解

本学では、ダイバーシティ推進の観点からも入学時ガイダンスや学生便覧等において、多様な性に関
する説明を行い、学生の理解促進に努めます。

３．授業の履修について
　本学では教職員に対して、多様な性に関する研修を受けることを推進し、性的マイノリティ当事者の学生
が学びやすい授業・環境作りに努めるよう、広く啓発していきます。

① 授業について
本学では、授業におけるグループ分けにおいて、性別でのグループ分けが必要以上に行われないよう

周知を図ります。
　本学での授業における呼称等（〇〇くん、○○さん、彼、彼女、Mr. や Ms. 等）は、事前の相談によ
り学生の要望に沿ったものとするように努めます。特に教職員には、学生に対する呼称を男女で使い分
けず、呼称統一することを推奨しています。
　授業時のワークシートや、卒業研究等のアンケートにおいて、性別を記載する欄を設ける際には、配
布時にその目的を説明し、また性的マイノリティ当事者がその目的に沿って、性別欄の記入を自由に選



択できるよう周知を図ります。
② 体育・実技科目の履修相談等
本学では、体育や実技科目に際し、様々な理由により配慮を必要とする学生に対し、担当教員が面談
のうえ個別対応しています。
③ 学外の臨床実習等
臨床実習を含めた学外の実習等で想定されるトイレや更衣室の利用、服装等の困りごとに関して事前
に相談することができます。
　実習施設との相談・調整には時間がかかるケースもありますので、十分に時間的余裕をもってご相談
ください。ただし、実習施設はすべて学外の機関となりますので、実習施設の体制・設備等の都合によ
り、希望に沿えるとは限りません。

４．就職活動について
　関係部署と連携を図ることで、就職活動時の相談にも対応しています。就職活動時、就職後の不安をはじ
め、キャリアに関わる内容については、就職指導委員又は学生相談窓口に相談してください。
　就職先の体制・整備等の都合により、必ずしも希望に沿えるとは限りませんが、自分らしく働けるキャリ
アについて、一緒に考えていきましょう。

＊なお就職指導委員も十分な理解を持った担当者が対応いたします。秘密は厳守しますので、安心して相談してください。

５．その他
　本ガイドラインは、Xジェンダー（女性でも男性でもない、または女性でも男性でもあるなど、性別二分
法とは異なる性自認の人）やクエスチョニング（自身の性のあり方について、定まっていない、または意図
的に定めていない、などの状態）の当事者である学生にとっても、よりよい学びの環境を得ることを目的と
しています。
　困りごとがある場合は、まずは学生相談窓口までご相談ください。

６．本ガイドラインのお問い合わせについて
　ここに掲載した情報は令和 4年 11 月時点の状況です。内容に関して不明な点がある場合には学生相談室
窓口までお知らせください。安心な学生生活を送るためにはまだまだ情報が足りないこと、今回掲載に至ら
なかった事項についても引き続き調査をし、より一層のガイドライン内容の充実を目指していきます。
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～コラム：カミングアウトについて～

【カミングアウトとは】
　これまで伝えていなかった自身の情報、特に何らかのマイノリティであることを誰かに伝える行為を、一
般的に「カミングアウト」と呼びます。性自認・性的指向に関わるカミングアウトの理由は様々ですが、背
景には「性自認・性的指向について特に何も言わなければ、無条件に性的マジョリティ、すなわちシスジェ
ンダー（生まれた時に割り当てられた性別と性自認が一致している人）かつ異性愛者だと見なされてしまう」
という社会状況があります。性的マイノリティへの差別・偏見がいまだ根強く残る日本社会において、自身
が性的マイノリティであるとカミングアウトすることは、多くの当事者にとってたいへん勇気が必要な行為
です。カミングアウトしないという選択も決して咎められることではありません。
　むしろ変えていくべきなのは、「自分の周りには性的マイノリティはいないはずだ」と思い込み、目の前
にいる人を性的マジョリティだと勝手に決めつけてしまうような、人びとの言動であるといえるでしょう。
カミングアウトするかどうかなど、悩みがある場合は学生相談室などを活用し、自身の気持ちを整理してみ
るのも一つの方法です。

【カミングアウトとアウティング】
　多くの場合、カミングアウトはカミングアウトされた「あなた」だけに対して行われたもので、当事者は
無制限の公表やその希望を含んでいません。カミングアウトされた側はそれが当事者の自己決定に属するこ
とを踏まえ、情報のコントロールに留意する必要があります。カミングアウトしたこと自体やその内容を、
当事者の意に反して第三者に暴露することを「アウティング」といいます。これは本人を深く傷つけ、意識
的・無意識的な差別を背景として当事者に大きな精神的苦痛を与えます。たとえ善意のつもりであっても、
本人の同意を得ていない状態で、その情報を他の人に伝えるアウティングは決して許されない行為です。

【カミングアウトされたら】
　上で述べた通りカミングアウトは多くの当事者にとって非常に勇気が必要であり、また相手を信頼してい
ないとできない行為です。そのことを胸に留め、決してアウティングはしないようにしましょう。カミング
アウトされて戸惑った場合なども、守秘義務のある学生相談室窓口を活用することができます。


